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告 示

高知県告示第395号

次のとおり県統計調査を行うので、高知県統計調査条例（平成

21年高知県条例第 7号）第 3条の規定により告示する。

令和元年10月 4日

高知県知事　尾﨑　正直

1　調査の名称

ウミガメ上陸状況等調査

2　調査の目的

県内の海岸に上陸するうみがめの産卵、生息地の状況等を把

握し、うみがめの保護及び生物多様性保全のための基礎資料と

するため。

3　調査対象の範囲

( 1 )　地域

ア　Ａ票　県内全域

イ　Ｂ票　高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎

市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、香南市、安芸郡東洋

町、奈半利町、田野町、安田町及び芸西村、高岡郡中土佐

町及び四万十町並びに幡多郡大月町及び黒潮町

( 2 )　単位

ア　Ａ票　人

イ　Ｂ票　市町村

( 3 )　属性

ア　Ａ票　高知県うみがめ保護条例（平成16年高知県条例第

1号）第 7条第 1項の規定により、うみがめの捕獲等の許

可を受けている者

イ　Ｂ票　県沿岸部の市町村

4　報告を求める事項及びその基準となる期間

( 1 )　報告を求める事項

ア　うみがめの海岸別上陸回数、初上陸日及び最終上陸日

イ　うみがめの海岸別産卵回数、初産卵日及び最終産卵日

ウ　うみがめの調査方法

エ　うみがめの産卵巣の移植状況

オ　うみがめの放流会の実施状況

( 2 )　その基準となる期間

毎年 1月から12月まで

5　報告を求める者

( 1 )　数

ア　Ａ票　約10人

イ　Ｂ票　19市町村

( 2 )　選定方法

全数

6　報告を求めるために用いる方法

( 1 )　調査組織

県が報告者に直接報告を求める。

( 2 )　調査方法

郵送による調査

7　報告を求める期間

毎年11月 1日から12月末日まで

高知県告示第396号

漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）第108条第 5項におい

て準用する同法第105条の 2 第 3 項の規定による届出を審査した

結果、次の区域及び区分について同届出に係る同意が同法第108

条第 2項に規定する要件に適合すると認めた。

令和元年10月 4日

高知県知事　尾﨑　正直

区域及び区分

高知県漁業協同組合の地区のうち旧下ノ加江漁業協同組合及び

旧以布利漁業協同組合の地区

小型かつお漁業及び大型定置漁業

高知県告示第397号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。 

その関係図面は、令和元年10月 4日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県中央東土木事務所において一般の縦覧に供する。

令和元年10月 4日

高知県知事　尾﨑　正直

1　道路の種類　国道

2　路　線　名　439号

3　道路の区域

高知県告示第398号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。 

その関係図面は、令和元年10月 4日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県須崎土木事務所において一般の縦覧に供する。

令和元年10月 4日

高知県知事　尾﨑　正直

1　道路の種類　県道

2　路　線　名　萩中須崎

3　道路の区域

高知県告示第399号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 2 項の規定により、

道路の供用を次のとおり開始する。

その関係図面は、令和元年10月 4日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県中央西土木事務所において一般の縦覧に供する。

令和元年10月 4日

高知県知事　尾﨑　正直

1　道路の種類　県道

2　路　線　名　南国伊野

3　道路の区域

区 　　　 　間
延　　　　長

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

変更前

後の別

土佐郡土佐町東石原

字石根奈路1501番 4

から

土佐郡土佐町東石原

字石根奈路3037番 1

地先まで

土佐郡土佐町東石原

字石根奈路1501番 4

から

土佐郡土佐町東石原

字モミノキ1486番15

まで

〜 137前

〜 137後

13.0

23.7

33.6

45.0

区 　　　 　間
延　　　　長

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

変更前

後の別

高岡郡中土佐町大野

見下ル川533番から

高岡郡中土佐町大野

見下ル川543番まで

〜 270前

〜 270後

2.9

20.3

3.8

29.7
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供 用 開 始 区 間
延　　　　長

（メートル）
供用開始年月日

153
令和元年10月 4

日

吾川郡いの町字横堤ノ上

6724番 1
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